
別紙 

新旧対照表 
（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

改正後 改正前 
（別紙１） 

   
（所在地） 
 
 
 
 

連 帯 納 付 責 任 の お 知 ら せ 

 

 

                                          平成   年  月  日 
 
 
                                     税 務 署 長 

 

                                    財務事務官 
 

 

（名 称） 
 
 

 

貴社は、国税通則法第９条の２（法人の分割に係る連帯納付の責任）の規定により、下記の国税等について、分割をした法人から承継した財産の価額 
を限度として、分割をした法人と連帯して納付する責任がありますのでお知らせします。 
なお、ご不明の点につきましては、当税務署管理運営担当（担当   ）までご連絡ください。  
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・分割のあった日 

 

 平成 年 月 日 

 

項

   
 
 
(        )

  
円 
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法律による金額  円         円 法律による金額  円

   
 
(        )

 
  

   
 
(        )

     

   
 
(        )

  

     
 
(        )

 

  ◎「納期限」欄のかっこ内の年月日は、分割をした法人が当該国税等を納付すべき納期限です。 
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（別紙１） 
  

（所在地） 
 
 
 
 

連 帯 納 付 責 任 の お 知 ら せ 

 

 

 

 

 

                                          平成   年  月  日 
 
 
                                     税 務 署 長 

 

                                    財務事務官 
 

 

（名 称） 
 
 

印 

 

貴社は、国税通則法第９条の２（法人の分割に係る連帯納付の責任）の規定により、下記の国税等について、分割をした法人から承継した財産の価額 
を限度として、分割をした法人と連帯して納付する責任がありますのでお知らせします。 
なお、ご不明の点につきましては、当税務署管理・徴収部門（担当   ）までご連絡ください。  
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  ◎「納期限」欄のかっこ内の年月日は、分割をした法人が当該国税等を納付すべき納期限です。 

 


